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2015 年度から所得控除金額の引き上げ実施

財務大臣は、2015 年 6 月 29 日付けで財務大臣規則 No.122/PMK.010/2015 （以下「PMK 第 122 号」）

の公布を通じ、個人所得税額計算における所得控除金額（Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP）の引

き上げを公表しました。PMK 第 122 号では、2015 課税年度から有効となる新たな所得控除金額の詳細

が規定されています。

以下に、新規定と旧規定における年間所得控除金額の変更点をまとめました（単位はルピア）。

No. 控除の種類
所得控除金額

旧規定 新規定

1 納税者本人の基礎控除 24,300,000 36,000,000

2 配偶者控除 2,025,000 3,000,000

3 就労中の妻（その所得が夫の所得に合算される

場合）の追加控除

24,300,000 36,000,000

4 扶養控除（納税者本人の血族および直系姻族で

ある被扶養者ならびに養子（最大 3 人まで、1 人

につき））

2,025,000 3,000,000

今般の所得控除金額の引き上げは、インドネシア政府に税収の減少をもたらす可能性がありますが、イン

ドネシア議会は中間所得層に属する納税者の購買力強化を目的とし、企業の成長と経済状況の改善を

後押ししているため、最終的にこの調整案を支持することとなりました。

PMK 第 122 号に続いて、個人所得税額計算における新たな所得控除金額の適用に関する国税総局規

則が公布される見込みです。
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第 22 条所得税課税対象の高級品に関するアップデート

2015 年 6 月 12 日、国税総局は、第 22 条所得税（PPh 22）の課税対象である特定の高級品に関する財務大臣規則

No.90/PMK.03/2015 の実施細則である国税総局規則 No.PER-24/PJ/2015 （以下「PER 第 24 号」）を公布しました。

PER 第 24 号により、従来の国税総局規則 No.PER-19/PJ/2015（以下「PER 第 19 号」）は改正されます。

PER 第 24 号では、PER 第 19 号下で付加価値税（VAT）および/または高級品売上税（LST）を含むと規定された販売

価格ベースが、VAT および/または LST を含まない販売価格ベースに変更されています。したがって、この変更により

第 22 条所得税の課税対象となる高級品の基準額が実質上引き上げられます。

例えば、400 平方メートル以上の建築面積を有する住居は 10%の VAT と 20%の LST の課税対象となり、第 22 条所

得税の課税基準は販売価格 50 億ルピア以上です。従来、PER 第 19 号では、課税基準である 50 億ルピアには既に

VAT と LST が含まれており、税前の実際の販売価格はおよそ 38 億ルピアとなっていました。現在、PER 第 24 号下

の規定では、当該住居はその税前実際販売価格が 50 億ルピア（または VAT と LST を含めて 65 億ルピア）以上であ

って初めて第 22 条所得税が課税されます。

映像・音声製品にかかる付加価値税のアップデート

2015 年 6 月 24 日、財務大臣は付加価値税（VAT）の課税基礎としてのその他の価額に関する財務大臣規則

No.121/PMK.03/2015 （PMK 第 121 号）を公布し、映像・音声製品の販売に関するその他の価額に係る条項を削除し

ました。

これに続き、財務大臣規則 No.120/PMK.03/2015（以下「PMK 第 120 号」）の公布により財務大臣令

No.86/KMK.03/2002（映像製品の配給にかかる VAT の徴収および納付におけるステッカーの使用手続きに関連）

および No.174/KMK.03/2004（音声製品の配給にかかる VAT に関連）が廃止されました。

したがって、映像の配給は通常の VAT 処理に従うことになり、すなわち販売価格には 10%の VAT を含む価格が適用

され、その他の価額は適用されません。同時に、VAT の納付手段としてのステッカーの使用は、今後、映像・音声製品

には適用されません。

PMK 第 120 号は 2015 年 7 月 1 日より効力を生じていますが、以下の経過規定が定められています。

 VAT 納付済みステッカーの払い戻しの申請先である地方税務署では、当該払い戻しの手続きは 2015 年 12 月

31 日まで受け付ける。

 映像・音声コンテンツの作成者が依然として所有する VAT 納付済みステッカーは、2016 年 6 月 30 日まで VAT

の徴収および納付の証明として使用できる。
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